
埼玉県建設工事標準請負契約書・ 
埼玉県建設工事標準請負契約約款運用指針 

 
                                                              （平成８年５月１日施行） 
［沿革］平成１５年６月２日、平成２３年４月１日、平成２４年１月２０日、平成２８年１月１２

日、平成２９年１０月１日、令和２年４月１日、令和４年９月１日改正 
 
契約書関係 
（１）契約書については、一般用と共同企業体用の２様式があり契約相手方により選択的に使用す

ること。 
（２）第４条において契約の保証を求める場合には、契約保証金の欄には、「請負代金額の１０分

の１以上（「埼玉県建設工事低入札価格調査制度実施要領」の規定に基づき、低入札価格調査
を経て契約する場合（以下、この運用指針において「低入札価格契約」という。）は、１０分
の３以上）」と記載し、受注者が同条第１項各号に掲げる保証のいずれかを選択するための期
間を考慮するとともに、受注者から提出された保証の内容を確認した後契約を行うこと。 

（３）第４条に定める契約の保証を求めない場合には、契約保証金の欄には「免除」と記載するこ
と。ただし、低入札価格契約においては必ず契約の保証を求めること。 

（４）前払金は、請負代金額（債務負担行為の場合は、会計年度ごとに各会計年度の支払限度額）
の１０分の４以内（低入札価格契約においては、１０分の２以内）の金額を記載すること。 

（５）契約相手方の部分払又は中間前金払の選択により、「公共工事のおける中間前金払制度の取
扱いについて」に基づき、前払金、部分払の請求回数及びその他特定条件について記載するこ
と。 

（６）変更にあたっては、変更契約書に変更事項の記載欄を設け、変更内容（請負代金額の変更に
あっては、増減金額）を記載し、変更のない事項については、「従前のとおり」と記載するこ
と。 

 
契約約款関係 
第１条関係 
（１）第３項において、受注者の権限及び責任を明確化するため、約款及び設計図書に特別の定め

がある場合を除き、仮設、施工方法等工事目的物完成の手段については、受注者がその責任に
おいて定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十
分検討し、必要最小限のものとすること。 

（２）第５項において、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった
行為については、その明確化を図るため、必ず書面で行うこととしたので、遺憾のないよう取
り扱うこと。 

第２条関係 
（１）「施工上密接に関連する場合」とは、建築工事における躯体工事と設備工事など、ある工事

が他の工事の完成に不可欠な場合をいう。 
（２）「必要があるとき」とは、受注者又は発注者から工事を請け負っている第三者のいずれかか

らの申し出があり発注者が納得した場合のほか、発注者が工事全体の円滑な施工のため必要と
判断したときをいう。 

第３条関係 
（１）内訳書については、発注者及び受注者の双方を拘束するものではないので、第25条の規定に

よる請負代金額の変更、第30条の規定による不可抗力による損害の負担、第38条の規定による
部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計書の内訳により行うも
のとすること。 

（２）第１項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、
当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。 

第４条関係 
（１）建設工事請負契約において求める契約の保証については、原則として金銭的保証のみとし、

工事請負契約書案の提出と同時に第１項各号のいずれかに掲げる保証を求めるものする。なお、
保証の種類については、受注者の選択にゆだねること。 

（２）契約保証金又は契約保証金に代わる担保となる有価証券等の取扱いについては、財務規則の
定めるところによる。 

（３）第１項第三号の「発注者が確実と認める金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等
の取締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機関である銀行、信託
会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商
工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、又はその他の貯金の受入れ



を行う組合とする。 
（４）第１項第三号に定める保証事業会社が行う保証については、前払金保証の特約条項とされて

いるため、契約の保証を求める場合にはできる限り前払金を実施すること。 
（５）低入札価格契約においては、第２項及び第６項における保証の額を請負代金額の10分の３以

上とすること。 
（６）工事が完成した場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保として提供された

有価証券等については受注者に還付し、金融機関の保証書については受注者に返還し、保証事
業会社の保証書、公共事業履行保証証券にかかる証券及び履行保証保険にかかる保険証券につ
いては返還することなく保管すること。なお、受注者から提出された領収書、有価証券等又は
保証書を返還する際には、あらかじめ写しをとっておくこと。 

（７）その他、契約の保証の取扱いについては、「建設工事請負契約における契約の保証の取扱い
について」によるものとする。 

（８）工期が限られており、かつ、真にやむを得ない場合においては、例外的に公共工事履行保証
証券による役務的保証を求めることができるものとする。この場合における約款の文言上の取
扱いについては「公共工事履行保証証券による役務的保証を求める場合の埼玉県建設工事請負
契約約款の取扱いについて」によるものとする。 

（９）金銭的保証又は役務的保証を求める場合には、積算の段階で一般管理費に保証料分を見込ん
だ補正を行うこと。 

（10）［注］において、「契約の保証を免除する場合」とは、埼玉県財務規則第81条第２項第３号
及び第６号に該当する場合をいう。なお、その場合には、この条を削除すること。ただし低入
札価格契約においては契約の保証は免除しない。 

（11）［注］の文言は削除すること。 
第７条関係 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）
の規定が適用される契約の場合には、この条を削除すること。 

第７条の２関係 
（１）工事施工管理の万全を期するとともに、下請関係の適正化に資するため、受注者に対し、第

一次下請状況の報告を求めること。 
（２）「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者

の名称等を含むものであること。 
第８条関係 

施工方法が特許権その他第三者の権利の対象となっている場合には、設計図書にその旨明示
すること。 

第９条関係 
（１）発注者が監督員を置いた場合又は変更した場合には、その氏名等を受注者に通知すること。 
（２）監督員の権限に関する事項については、設計図書に定める必要があること。 
（３）第４項は第１条第５項の特則を規定したものではなく、契約書でなく設計図書において権限

が創設される監督員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。
なお、「原則として」は、緊急の場合及び簡易で後日問題を生じないような場合を除外するこ
とを予定しており、「書面により」は、個々の文書の交付のほか、監督日誌、連絡簿等に記載
し、現場代理人等が署名する方法も含まれる。 

第10条関係 
（１）第１項第二号については、工事の内容により（Ａ）又は（Ｂ）のいずれかの文言を記載する

こと。なお、［  ］内の文言については、［注］に該当するものに応じて文言を記入し、記入
の必要がない場合は［  ］を削除すること。ただし、低入札価格契約においては、［注］の規
程によらず、全て専任とすること。 

（２）低入札価格契約においては、追加技術者（埼玉県建設工事低入札価格調査制度実施要領第17
条第３号に規定する追加技術者をいう。以下同じ。）を求めることとし、その旨を記載するこ
と。（以下、第12条第２項及び第58条第２項においても、追加技術者についての規定を追記す
ること。） 

（３）第３項における現場代理人の常駐規定の緩和については、「現場代理人及び現場責任者の常
駐規定の緩和の運用について」によるものとし、低入札価格契約においては、この項を削除す
ること。 

（４）低入札価格契約においては、現場代理人と主任（監理）技術者を兼ねることができないもの
とすること。 

（５）［注］の文言は削除すること。 
第11条関係 
（１）契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等



の履行計画についての報告も含むものであること。 
（２）報告をすべき内容、方法、時期等については、必要に応じて設計図書に定めておくこと。 
第13条関係 
（１）第１項における工事材料の品質、第２項における監督員の検査を受けて使用すべき工事材料

については、必要に応じて設計図書に定めておくこと。 
（２）第３項の期間については、検査の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない場合

には、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであること。 
（３）第５項の期間については、工事材料の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない

場合には、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものである
こと。 

第14条関係 
（１）第１項における監督員の立会いの上調合すべき工事材料、調合について見本検査を受ける工

事材料、第２項における監督員の立会いの上施工すべき工事、第３項における見本又は工事写
真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工及び当該記録の整備方法については、
必要に応じて設計図書に定めておくこと。 

（２）第４項及び第５項前段の期間については、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により７
日とすることが妥当でない場合には、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸長又は短縮した日
数を記載できるものであること。 

第15条関係 
支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期、支給材料

又は貸与品の使用方法については、必要に応じて設計図書に定めておくこと。 
第16条関係 
（１）「工事用地」とは、工事目的物が建設される場所をいい、「工事の施工上必要な用地」とは、

工事用道路の用地、機械プラントの用地、労働者宿舎の用地等をいう。 
（２）「工事の施工上必要とする日」とは、通常は工期の始期をいうが、受注者の工事の進捗状況

を勘案して、現実に受注者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。なお、（ ）内の
「特別の定め」については、土地収用等のため用地の確保が特に遅れる場合を想定しているこ
と。 

（３）「確保する」とは、土地の所有権を取得することのほか、用益物件、担保物件、賃借権等を
消滅させること、支障物件を除去すること及び工作物について河川法等による占用許可を得る
ことが含まれ、第三者による妨害を排除することは含まれない。 

（４）第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。 
（５）第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 
第17条関係 

第３項の「相当の理由がある場合」とは、同種の事実があるとき、確信しうる証言があると
き等事実の認定について客観的妥当性がある場合をいい、「必要があると認められるとき」と
は、工事の施工が適正であるか否かの証明が施工部分を破壊しなければ確認し得ない場合をい
う。なお、第32条第２項（第39条において準用する場合を含む。）に規定する工事の完成を確
認するための検査、第38条３項に規定する工事の出来形部分の確認及び第53条第１項に規定す
る出来形部分の検査を実施する場合においても、この項と同様の範囲内において破壊検査を行
うことができること。 

第20条関係 
（１）第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させな

ければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときをいう。 
（２）第３項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労

働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械
器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入す
る費用等をいう。 

第24条関係 
（１）第１項の「工期の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20

条第３項、第21条、第23条第１項並びに第44条第２項の規定に基づくものをいう。 
（２）第１項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、

当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであ
ること。 

（３）第２項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、支給材料等に
代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使
用を請求した日、第17条第１項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第５項に
おいては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行わ



れた日、第20条第３項においては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第44条第２
項においては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。 

第25条関係 
（１）第１項の「請負代金額の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、

第20条第３項、第23条第２項及び第44条第２項の規定に基づくものをいう。 
（２）第１項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、

当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであ
ること。 

（３）第２項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、支給材
料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料
等の使用を請求した日、第17条第１項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第
５項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更
が行われた日、第20条第３項においては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第23
条第３項においては、発注者が同条第１項又は第２項の請求を行った日、第44条第２項におい
ては、受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。 

（４）第３項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を及ぼした場合」とは、第15条第７
項、第17条第１項、第19条、第20条第３項、第23条第３項及び第44条第２項の規定に基づくも
のをいう。 

第26条関係 
（１）第１項の請求は、工期内になされることが必要であること。 
（２）第１項において、「賃金水準」とは建設労働者の賃金水準をいい、「物価水準」とは当該工

事に係る建設資材の価格、建設機械等の賃貸料又は運送費、保険料等に関する一般的な価格水
準をいう。 

（３）第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認に
ついては、第１項の請求があった日から起算して、14日以内で発注者が受注者と協議して定め
る日において、監督員に確認させるものとする。 

（４）第３項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、
当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであ
ること。 

（５）第４項に規定する再スライドを行う場合は、（１）から（３）までを準用すること。 
（６）第５項の規定については、「埼玉県建設工事標準請負契約約款第26条第５項の運用に関する

基準」によるものとする。 
（７）第７項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、

当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであ
ること。 

第30条関係 
第４項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいい、「当該損害

の取片づけに要する費用」とは、第２項により確認された損害の取片づけに直接必要とする費
用をいう。 

第31条関係 
第１項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、

当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであ
ること。 

第35条関係 
（１）契約相手方の部分払又は中間前金払の選択により、（Ａ）又は（Ｂ）を選択的に使用するこ

と。（第36条についても同じ。） 
（２）中間前金払については、「公共工事のおける中間前金払制度の取扱いについて」に基づき運

用すること。 
（３）低入札価格契約においては、「１０分の４」を「１０分の２」、「１０分の５」を「１０分

の３」、「１０分の６」を「１０分の４」とすること。 
第36条関係 
（１）第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超

過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこ
と。 

（２）［注］の文言は削除すること。 
第38条関係 
（１）第６項の期間については、工期、工事の態様等により10日とすることが妥当でない場合は、

当該事情を斟酌の上、14日未満であり、かつ、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を記載でき



るものであること。 
（２）［注］の文言は削除すること。 
第39条関係 
（１）工事目的物について部分引渡しを受けるべき部分がある場合には、設計図書に定めておく必

要があること。 
（２）第２項の期間については、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、

当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を記載できるものであ
ること。 

第40条関係 
（１）継続費にかかる契約の場合には、「債務負担行為」を「継続費」と改めること。 
（２）債務負担行為を行わない場合には、この条は削除すること。 
（３）当該年度末の請負代金相当額が当該会計年度までの出来高予定額に達しないために、当該会

計年度の支払限度額の全額を当該年度内に部分払（最終の会計年度の場合は、第33条に基づく
支払い）できない場合であっても、各会計年度の支払限度額及び出来高予定金額の変更はしな
いこと。（ただし、第３項の規定により変更する場合はこの限りではない。） 

第41条関係 
（１）継続費にかかる契約の場合には、「債務負担行為」を「継続費」と改めること。 
（２）債務負担行為を行わない場合には、この条は削除すること。 
第42条関係 
（１）継続費にかかる契約の場合には、「債務負担行為」を「継続費」と改めること。 
（２）債務負担行為を行わない場合には、この条は削除すること。 
（３）各会計年度の回数は、各会計年度の支払限度額に対して財務規則第６３条第３項に規定する回

数とすること。さらに最終の会計年度以外は１を加えた回数とすること（会計上の各会計年度分
の精算払に相当する回数として計上）。 

第43条関係 
（１）請負代金の請求については、第三者の代理を認めないこととし、また、その受領について第

三者を代理人とする場合には、発注者の承諾を必要とすること。 
（２）「第三者」には、受注者の履行補助者の地位にある使用人等は含まれず、これらの者につい

ては、受注者の任意により、請求及び受領について代理人とすることができるものであること。 
（３）この条の規定による第三者の代理受領は、第32条（第38条において準用する場合を含む。）

に規定する請負代金の支払及び第38条に規定する部分払について認められるものであり、前金
払については認められない。 

第47条関係 
   第４条に規定する契約の保証が公共工事履行保証証券によるものである場合（役務的保証を

求める場合を除く。）で、受注者が第１項各号に掲げる解除事由に該当するときは、保証人に
対して代替履行請求をすることなく、契約を解除すること。 

第48条関係 
   受注者が第１項第11号イからトのいずれかに該当する疑いのあるときは、「受注者が暴力団

又は暴力団員と関与している疑いがある場合の事務手続きについて」に基づき対応するものと
する。 

第53条関係 
（１）第６項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。 
（２）第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 
第54条関係 
（１）検査期間は、遅延日数に参入しないこと。 
（２）工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完

了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。 
（３）低入札価格契約においては、第２項の違約金を請負代金額の10分の３に相当する額とするこ

と。 
第56条関係 
   低入札価格契約においては、契約不適合責任期間を延長するため、第１項の引渡しを受けた

日から「２年」を「４年」に改めること。 
第57条関係 

第１項において求める保険については、設計図書に定めておく必要があること。 
 
   附  則 
１ この運用指針は、平成８年５月１日から施行する。 
２ 建設工事標準請負契約書および建設工事標準請負契約約款の制定について（昭和48年６月29日



通達監理第541号）は平成８年４月30日限り廃止し、同日以前に従来の埼玉県建設工事標準請
負契約書及び埼玉県建設工事標準請負契約約款（以下「旧約款等」という。）によって締結さ
れた工事請負契約書及び同日以前に入札公告又は指名・選定通知を行い、本運用指針施行後に
旧約款等によって締結された工事請負契約書については、なお従前の例による。 

 
   附  則 

この運用指針は、平成13年８月１日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・
選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。   

 
   附  則 

この運用指針は、平成23年４月１日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・
選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。   

 
   附  則 

この運用指針は、平成24年１月20日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・
選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。   

 
   附  則 

この運用指針は、平成28年１月12日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・
選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。   

 
   附  則 

この運用指針は、平成29年10月１日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・
選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。   

 
   附  則 

この運用指針は、令和2年4月１日から施行する。ただし、施行日前までに入札公告及び指名・
選定通知を行ったものについては、なお従前の例による。   

 
   附  則 

この運用指針は、令和4年9月１日から施行する。 
 


